
○新制度における利用者負担の考え方

【国の考え方】

　●新制度における利用者負担については、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定めることとされており、現行の幼稚園・保育所の利用者

　　 負担の水準を基に国が定める水準を限度として、実施主体である市町村が定めることとなる。

　●利用者負担に関して国が定める水準は、公定価格と同様、最終的に平成27年度予算編成を経て決定するものであるが、新制度の円滑な施行

　　 に向けて、地方自治体、事業者等の関係者が準備を進められるよう、今般、公定価格の仮単価と合わせ示される。

　●国基準保育料のイメージは、国が定める水準であり、教育標準時間認定を受ける子どもについては、現行の幼稚園就園奨励費を考慮、保育

　　 認定を受ける子どもについては、現行の保育所運営費による保育料設定を考慮して決定。

　●新制度では市町村民税の所得割額で算定することとされたので、利用者負担の切替時期は９月以降となる。（切替時期は、今後国から通知等

　　 により統一される）４～８月は「前年度分町民税額」により認定し、９月以降は「当年度分」により認定する。

　●現在行っている旧年少扶養控除に係る再算定は新制度では行わない。極力影響が出ないよう階層の区分に用いる税額を変更することとして

　　 いる。

【町の方針】

　●新制度における各認定区分の利用者負担額は、応能負担を原則として現行の認可保育所保育料負担水準を基本として検討

　●国基準利用者負担額に対する階層における負担割合を統一 （75％程度）

　●国基準利用者負担額に対応した階層区分の設定（１号：５階層、２号・３号：８階層）

　●保育短時間について、利用者負担額の設定

　●教育標準時間認定の利用者負担額階層及び金額の設定

　●低所得世帯等の減免の設定

　●延長保育料の設定

※利用者負担額は、保育所及び幼稚園入園希望者の意思決定に大きく関わるため、入所申請（12月予定）に間に合うよう仮単価を設定し、

　 その後「（仮称）幕別町子どものための教育・保育給付及び利用者負担に関する条例」を制定する。

平成26年10月30日（木）
幕別町次世代育成支援対策地域協議会
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【事業間の国基準利用者負担額の相関関係】

２号保育短時間 ２号保育標準時間 ３号保育短時間 ３号保育標準時間

推定年収 階層区分 利用者負担額 階層区分 利用者負担額 利用者負担額 利用者負担額 利用者負担額

- 生活保護世帯 ０円 生活保護世帯 ０円 ０円 ０円 ０円

市町村民税 市町村民税

非課税世帯 非課税世帯

所得割課税額 所得割課税額
77,100円未満 48,600円未満

～360万円
所得割課税額

～470万円
所得割課税額

97,000円未満

211,200円未満

所得割課税額
169,000円未満

～680万円
所得割課税額

680万円～
所得割課税額

301,000円未満

～930万円
211,201円以上

所得割課税額
397,000円未満

所得割課税額
397,000円以上

３歳以上 ３歳以上 ３歳未満

１号教育標準時間

～270万円 ９,１００円 ６,０００円 ６,０００円 ９,０００円 ９,０００円

～330万円
１６,１００円

１６,３００円 １６,５００円 １９,３００円 １９,５００円

２６,６００円 ２７,０００円 ２９,６００円 ３０,０００円

２０,５００円～640万円 ４０,９００円 ４１,５００円 ４３,９００円 ４４,５００円

５７,１００円 ５８,０００円 ６０,１００円 ６１,０００円

２５,７００円～1,130万円 ７５,８００円 ７７,０００円 ７８,８００円 ８０,０００円

1,130万円～ ９９,４００円 １０１,０００円 １０２,４００円 １０４,０００円
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保育料比較（３歳以上）

○保育料の状況（３歳以上）

1 生活保護世帯 - 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円

2
市町村民税
非課税世帯

～260万円 6,000円 2 非課税 2,400円 40.0% 2 非課税 2,400円 40.0% 2 非課税 3,700円 61.7% 2 非課税 3,600円 60.0% 2 非課税 4,000円 66.7%

３-１ 均等割世帯 7,160円 43.4% ３-１ 均等割世帯 8,700円 52.7% ３-１ 均等割世帯 11,000円 66.7% ３-１ 均等割世帯 11,550円 70.0% ３-１ 均等割世帯 10,000円 60.6%

３-２ 所得割 12,190円 73.9% ３-２ 所得割 12,300円 74.5% ３-２ 所得割 13,000円 78.8% ３-２ 所得割 14,020円 85.0% ３-２ 所得割 14,000円 84.8%

４-１
2,500円
未満 14,390円 53.3%

４-２
5,000円
未満 16,660円 61.7% ４-１

5,000円
未満 16,800円 62.2% ４-１

9,000円
未満 17,300円 64.1%

４-３
8,800円
未満 19,180円 71.0% ４-２

17,000円
未満 19,300円 71.5% ４-１

17,000円
未満 21,600円 80.0%

４-４
16,300円
未満 23,920円 88.6% ４-２

18,700円
未満 20,500円 75.9% ４-３

28,000円
未満 24,500円 90.7% ４-２

30,000円
未満 24,300円 90.0% ４-１

20,000円
未満 18,000円 66.7%

４-５
40,000円
未満 27,000円 100.0% ４-３

40,000円
未満 25,100円 93.0% ４-４

45,000円
未満 26,000円 96.3% ４-３

55,000円
未満 25,650円 95.0% ４-２ 40,000円未満 22,000円 81.5%

５-１
60,000円
未満 29,500円 71.1% ５-１

62,500円
未満 30,000円 72.3% ５-１

67,000円
未満 29,500円 71.1%

５-２
80,000円
未満 29,500円 71.1% ５-１

80,000円
未満 27,000円 65.1% ５-１

71,000円
未満 28,000円 67.5%

５-３
103,000円

未満 29,500円 71.1% ５-２
103,000円

未満 35,000円 84.3% ５-２
125,000円

未満 31,500円 75.9% ５-２
140,000円

未満 28,720円 69.2% ５-２
103,000円

未満 35,000円 84.3%

６-1
240,000円

未満 37,000円 63.8% ６-1
470,000円

未満 34,000円 58.6% ６-1
200,000円

未満 30,410円 52.4% ６-1
209,000円

未満 43,000円 74.1%

６-２
413,000円

未満 38,000円 65.5% ６-２
510,000円

未満 32,100円 55.3% ６-２
413,000円

未満 52,000円 89.7%

7
734,000円

未満
～1,130万円 77,000円 ７

413,000円
以上 30,500円 39.6% ７

413,000円
以上 39,000円 50.6% ７

734,000円
未満 35,500円 46.1% ７

510,000円
以上 33,790円 43.9% ７

734,000円
未満 62,000円 80.5%

8
734,000円

以上
1,130万円～ 101,000円 ８

734,000円
以上 46,500円 46.0% ８

734,000円
以上 82,000円 81.2%

64.4% 66.8% 69.0% 69.6% 76.1%

【更別村】

30,500円 52.6%

【国基準】 【幕別町】 【帯広市】 【音更町】

6
413,000円

未満
～930万円 58,000円 ６

413,000円
未満

4
40,000円
未満

～470万円 27,000円

5
103,000円

未満
～640万円 41,500円

3
市町村民税
課税世帯

～330万円 16,500円

【芽室町】
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保育料比較（３歳未満）

○保育料の状況（３歳未満）

1 生活保護世帯 - 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円 1 生保世帯 0円

2
市町村民税
非課税世帯

～260万円 9,000円 2 非課税 3,330円 37.0% 2 非課税 3,600円 40.0% 2 非課税 4,500円 50.0% 2 非課税 5,400円 60.0% 2 非課税 6,000円 66.7%

３-１ 均等割世帯 10,710円 54.9% ３-１ 均等割世帯 11,700円 60.0% ３-１ 均等割世帯 14,500円 74.4% ３-１ 均等割世帯 13,650円 70.0% ３-１ 均等割世帯 12,000円 61.5%

３-２ 所得割 15,630円 80.2% ３-２ 所得割 15,300円 78.5% ３-２ 所得割 15,500円 79.5% ３-２ 所得割 16,570円 85.0% ３-２ 所得割 16,000円 82.1%

４-１
2,500円
未満 17,500円 58.3%

４-２
5,000円
未満 20,080円 66.9% ４-１

5,000円
未満 19,800円 66.0% ４-１

9,000円
未満 20,500円 68.3%

４-３
8,800円
未満 22,910円 76.4% ４-２

17,000円
未満 24,000円 80.0% ４-１

17,000円
未満 24,000円 80.0%

４-４
16,300円
未満 25,810円 86.0% ４-２

18,700円
未満 24,000円 80.0% ４-３

28,000円
未満 29,000円 96.7% ４-２

30,000円
未満 27,000円 90.0% ４-１

20,000円
未満 20,000円 66.7%

４-５
40,000円
未満 30,000円 100.0% ４-３

40,000円
未満 28,600円 95.3% ４-４

45,000円
未満 29,000円 96.7% ４-３

55,000円
未満 28,500円 95.0% ４-２ 40,000円未満 24,000円 80.0%

５-１
60,000円
未満 36,350円 81.7% ５-１

62,500円
未満 33,500円 75.3% ５-１

67,000円
未満 42,000円 94.4%

５-２
80,000円
未満 41,170円 92.5% ５-１

80,000円
未満 30,000円 67.4% ５-１

71,000円
未満 30,000円 67.4%

５-３
103,000円

未満 44,500円 100.0% ５-２
103,000円

未満 41,500円 93.3% ５-２
125,000円

未満 42,000円 94.4% ５-２
140,000円

未満 37,820円 85.0% ５-２
103,000円

未満 38,000円 85.4%

６-1
240,000円

未満 54,400円 89.2% ６-1
470,000円

未満 59,000円 96.7% ６-1
200,000円

未満 44,500円 73.0% ６-1
209,000円

未満 46,000円 75.4%

６-２
413,000円

未満 61,000円 100.0% ６-２
510,000円

未満 61,000円 100.0% ６-２
413,000円

未満 55,000円 90.2%

7
734,000円

未満
～1,130万円 80,000円 ７

413,000円
以上 58,500円 73.1% ７

413,000円
以上 80,000円 100.0% ７

734,000円
未満 70,000円 87.5% ７

510,000円
以上 80,000円 100.0% ７

734,000円
未満 65,000円 81.3%

8
734,000円

以上
1,130万円～ 104,000円 ８

734,000円
以上 91,000円 87.5% ８

734,000円
以上 85,000円 81.7%

77.1% 79.8% 83.8% 82.3% 76.2%

【帯広市】 【音更町】 【芽室町】 【更別村】

６
413,000円

未満 57,800円 94.8%

【国基準】 【幕別町】

5
103,000円

未満
～640万円 44,500円

～470万円 30,000円

6
413,000円

未満
～930万円 61,000円

3
市町村民税
課税世帯

～330万円 19,500円

4
40,000円
未満
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○保育標準時間認定を受けた子ども（満３歳以上）の利用者負担額（案）

所得税ベース 保育料 利用者負担 所得割ベース 改定予定額

課税所得額 国基準額 国基準金額 課税所得額 設定金額 設定比率 設定金額 設定比率 現行差

1 0 0 0 0 1 0 0 0

2 6,000 2,400 2,000 6,000 2 2,100 35.0% 2,000 33.3% -400

3-1 7,160 7,000 11,550 3-1 8,085 70.0% 7,000 60.6% -160

3-2 16,500 12,190

4-1 ～ 2,500 2,620,000 50,000 14,390

4-2 2,500 ～ 5,000 2,680,000 100,000 16,660

4-3 5,000 ～ 8,800 2,760,000 183,333 19,180 16,200 80.0% 16,200 80.0% -2,980

4-4 8,800 ～ 16,300 3,110,000 333,333 23,920

18,300 22,950 1,400,000 3,630,000
所得割
課税額 ～ 84,000 4-2 18,360 80.0% 18,300 79.7% 18,300

4-5 16,300 ～ 40,000 3,900,000 800,000 27,000 27,000 21,600 27,000 1,600,000 3,990,000
所得割
課税額 ～ 97,000 4-3 21,600 80.0% 21,600 80.0% -5,400

5-1 40,000 ～ 60,000 4,570,000 1,200,000 29,500 26,500 33,200 2,100,000 4,990,000
所得割
課税額 ～ 135,000 5-1 26,560 80.0% 26,500 79.8% -3,000

5-2 60,000 ～ 80,000 5,230,000 1,600,000 29,500 29,800 37,350 2,400,000 5,390,000
所得割
課税額 ～ 152,000 5-2 29,880 80.0% 29,800 79.8% 300

5-3 80,000 ～ 103,000 5,720,000 2,000,000 41,500 29,500 33,200 41,500 2,800,000 5,800,000
所得割
課税額 ～ 169,000 5-3 33,200 80.0% 33,200 80.0% 3,700

6 103,000 ～ 413,000 8,700,000 4,200,000 58,000 30,500 46,400 58,000 5,000,000 7,910,000
所得割
課税額 ～ 301,000 6 46,400 80.0% 46,400 80.0% 15,900

7 413,000 ～ 734,000 10,710,000 77,000 30,500 61,600 77,000 6,600,000 9,690,000
所得割
課税額 ～ 397,000 7 61,600 80.0% 61,600 80.0% 31,100

8 734,000 ～ 101,000 80,800 101,000 6,600,000
所得割
課税額

397,0000～ 8 80,800 80.0% 80,800 80.0% 80,800

75.0% 74.0%

4-1

均等割世帯

3,300,000
所得割
課税額 ～

74.5%12,375 75.0%

16,200 20,250 1,200,000 72,000

110
所得割
課税額 ～ 48,600 3-2 12,300

均等割世帯

所得割の有る世帯

生活保護世帯

市町村民税非課税

生活保護世帯

市町村民税非課税

12,300 16,500 810,000 2,620,000

所得割ベース 階層階層 所得税ベース 世帯収入 現保育料
利用者
負担額

世帯収入

-５- ２号認定（標準時間）



○保育短時間認定を受けた子ども（満３歳以上）の利用者負担額（案）

所得税ベース 保育料 利用者負担 所得割ベース 改定予定額

課税所得額 国基準額 国基準金額 課税所得額 設定金額 設定比率 設定金額 設定比率 現行差

1 0 0 0 0 1 0 0 0

2 6,000 2,400 2,000 6,000 2 2,100 35.0% 2,000 33.3% -400

3-1 7,160 6,500 11,410 3-1 7,987 70.0% 6,500 57.0% -660

3-2 16,500 12,190 12,225 75.0% 11,800 72.4% -390

4-1 ～ 2,500 2,620,000 50,000 14,390

4-2 2,500 ～ 5,000 2,680,000 100,000 16,660

4-3 5,000 ～ 8,800 2,760,000 183,333 19,180 15,960 80.0% 15,700 78.7% -3,480

4-4 8,800 ～ 16,300 3,110,000 333,333 23,920

17,800 22,610 1,400,000 3,630,000
所得割
課税額 ～ 84,000 4-2 18,088 80.0% 17,800 78.7% 17,800

4-5 16,300 ～ 40,000 3,900,000 800,000 27,000 27,000 21,100 26,600 1,600,000 3,990,000
所得割
課税額 ～ 97,000 4-3 21,280 80.0% 21,100 79.3% -5,900

5-1 40,000 ～ 60,000 4,570,000 1,200,000 29,500 26,000 32,720 2,100,000 4,990,000
所得割
課税額 ～ 135,000 5-1 26,176 80.0% 26,000 79.5% -3,500

5-2 60,000 ～ 80,000 5,230,000 1,600,000 29,500 29,300 36,810 2,400,000 5,390,000
所得割
課税額 ～ 152,000 5-2 29,448 80.0% 29,300 79.6% -200

5-3 80,000 ～ 103,000 5,720,000 2,000,000 41,500 29,500 32,700 40,900 2,800,000 5,800,000
所得割
課税額 ～ 169,000 5-3 32,720 80.0% 32,700 80.0% 3,200

6 103,000 ～ 413,000 8,700,000 4,200,000 58,000 30,500 45,900 57,100 5,000,000 7,910,000
所得割
課税額 ～ 301,000 6 45,680 80.0% 45,900 80.4% 15,400

7 413,000 ～ 734,000 10,710,000 77,000 30,500 61,100 75,800 6,600,000 9,690,000
所得割
課税額 ～ 397,000 7 60,640 80.0% 61,100 80.6% 30,600

8 734,000 ～ 101,000 80,300 99,400 6,600,000
所得割
課税額

397,0000～ 8 79,520 80.0% 80,300 80.8% 80,300

75.0% 73.4%

72,000 4-1

均等割世帯

3,300,000
所得割
課税額 ～

～ 48,600 3-2

15,700 19,950 1,200,000

810,000 2,620,000
所得割
課税額

階層 所得税ベース 世帯収入 現保育料
利用者
負担額

世帯収入

均等割世帯

所得割の有る世帯

所得割ベース 階層

生活保護世帯 生活保護世帯

市町村民税非課税 市町村民税非課税

11,800 16,300

-６- ２号認定（短時間）



○保育標準時間認定を受けた子ども（満３歳未満）の利用者負担額（案）

所得税ベース 保育料 利用者負担 所得割ベース 改定予定額

課税所得額 国基準額 国基準金額 課税所得額 設定金額 設定比率 設定金額 設定比率 現行差

1 0 0 0 0 1 0 0 0

2 9,000 3,330 2,000 9,000 2 3,150 35.0% 2,000 22.2% -1,330

3-1 10,710 9,000 13,650 3-1 9,555 70.0% 9,000 65.9% -1,710

3-2 19,500 15,630 14,625 75.0% 14,600 74.9% -1,030

4-1 ～ 2,500 2,620,000 50,000 17,500

4-2 2,500 ～ 5,000 2,680,000 100,000 20,080

4-3 5,000 ～ 8,800 2,760,000 183,333 22,910 18,000 80.0% 18,000 80.0% -4,910

4-4 8,800 ～ 16,300 3,110,000 333,333 25,810

20,400 25,500 1,400,000 3,630,000
所得割
課税額 ～ 84,000 4-2 20,400 80.0% 20,400 80.0% 20,400

4-5 16,300 ～ 40,000 3,900,000 800,000 30,000 30,000 24,000 30,000 1,600,000 3,990,000
所得割
課税額 ～ 97,000 4-3 24,000 80.0% 24,000 80.0% -6,000

5-1 40,000 ～ 60,000 4,570,000 1,200,000 36,350 28,400 35,600 2,100,000 4,990,000
所得割
課税額 ～ 135,000 5-1 28,480 80.0% 28,400 79.8% -7,950

5-2 60,000 ～ 80,000 5,230,000 1,600,000 41,170 32,000 40,050 2,400,000 5,390,000
所得割
課税額 ～ 152,000 5-2 32,040 80.0% 32,000 79.9% -9,170

5-3 80,000 ～ 103,000 5,720,000 2,000,000 44,500 44,500 35,600 44,500 2,800,000 5,800,000
所得割
課税額 ～ 169,000 5-3 35,600 80.0% 35,600 80.0% -8,900

6 103,000 ～ 413,000 8,700,000 4,200,000 61,000 57,800 48,800 61,000 5,000,000 7,910,000
所得割
課税額 ～ 301,000 6 48,800 80.0% 48,800 80.0% -9,000

7 413,000 ～ 734,000 10,710,000 80,000 58,500 64,000 80,000 6,600,000 9,690,000
所得割
課税額 ～ 397,000 7 64,000 80.0% 64,000 80.0% 5,500

8 734,000 ～ 104,000 83,200 104,000 6,600,000
所得割
課税額

397,0000～ 8 83,200 80.0% 83,200 80.0% 83,200

75.0% 73.6%

72,000 4-1

均等割世帯

3,300,000
所得割
課税額 ～

～ 48,600 3-2

18,000 22,500 1,200,000

810,000 2,620,000
所得割
課税額

均等割世帯

所得割の有る世帯

所得割ベース 階層

生活保護世帯 生活保護世帯

市町村民税非課税 市町村民税非課税

14,600 19,500

階層 所得税ベース 世帯収入 現保育料
利用者
負担額

世帯収入

-７- ３号認定（標準時間）



○保育短時間認定を受けた子ども（満３歳未満）の利用者負担額（案）

所得税ベース 保育料 利用者負担 所得割ベース 改定予定額

課税所得額 国基準額 国基準金額 課税所得額 設定金額 設定比率 設定金額 設定比率 現行差

1 0 0 0 0 1 0 0 0

2 9,000 3,330 2,000 9,000 2 3,150 35.0% 2,000 22.2% -1,330

3-1 10,710 8,500 13,510 3-1 9,457 70.0% 8,500 62.9% -2,210

3-2 19,500 15,630 14,475 75.0% 14,100 73.1% -1,530

4-1 ～ 2,500 2,620,000 50,000 17,500

4-2 2,500 ～ 5,000 2,680,000 100,000 20,080

4-3 5,000 ～ 8,800 2,760,000 183,333 22,910 17,760 80.0% 17,500 78.8% -5,410

4-4 8,800 ～ 16,300 3,110,000 333,333 25,810

19,900 25,160 1,400,000 3,630,000
所得割
課税額 ～ 84,000 4-2 20,128 80.0% 19,900 79.1% 19,900

4-5 16,300 ～ 40,000 3,900,000 800,000 30,000 30,000 23,500 29,600 1,600,000 3,990,000
所得割
課税額 ～ 97,000 4-3 23,680 80.0% 23,500 79.4% -6,500

5-1 40,000 ～ 60,000 4,570,000 1,200,000 36,350 27,900 35,120 2,100,000 4,990,000
所得割
課税額 ～ 135,000 5-1 28,096 80.0% 27,900 79.4% -8,450

5-2 60,000 ～ 80,000 5,230,000 1,600,000 41,170 31,500 39,510 2,400,000 5,390,000
所得割
課税額 ～ 152,000 5-2 31,608 80.0% 31,500 79.7% -9,670

5-3 80,000 ～ 103,000 5,720,000 2,000,000 44,500 44,500 35,100 43,900 2,800,000 5,800,000
所得割
課税額 ～ 169,000 5-3 35,120 80.0% 35,100 80.0% -9,400

6 103,000 ～ 413,000 8,700,000 4,200,000 61,000 57,800 48,300 60,100 5,000,000 7,910,000
所得割
課税額 ～ 301,000 6 48,080 80.0% 48,300 80.4% -9,500

7 413,000 ～ 734,000 10,710,000 80,000 58,500 63,500 78,800 6,600,000 9,690,000
所得割
課税額 ～ 397,000 7 63,040 80.0% 63,500 80.6% 5,000

8 734,000 ～ 104,000 82,700 102,400 6,600,000
所得割
課税額

397,0000～ 8 81,920 80.0% 82,700 80.8% 82,700

75.0% 73.0%

72,000 4-1

均等割世帯

3,300,000
所得割
課税額 ～

～ 48,600 3-2

17,500 22,200 1,200,000

810,000 2,620,000
所得割
課税額

均等割世帯

所得割の有る世帯

所得割ベース 階層

生活保護世帯 生活保護世帯

市町村民税非課税 市町村民税非課税

14,100 19,300

階層 所得税ベース 世帯収入 現保育料
利用者
負担額

世帯収入

-８- ３号認定（短時間）



《低所得世帯等の減免の取り扱い》

現行の保育所における取り扱いを踏まえ、教育標準時間認定・保育認定を受ける子どものいずれの場合においても、同様に軽減措置を実施。

○基準額上、第２・３階層で以下に該当する世帯の場合を対象に軽減措置を実施

（対象世帯）

　　母子・父子世帯、在宅障害者（児）のいる世帯

（軽減額）

　　上記世帯に該当する場合は、右欄基準額表を適用

【保育認定】

（３歳以上児）

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第2階層 6,000円 6,000円 2,000円 2,000円 0円 0円 0円 0円

- - 7,000円 6,500円 - - 6,000円 5,500円

所得割課税額 48,600円未満 16,500円 16,300円 12,300円 11,800円 15,500円 15,300円 11,300円 10,800円

（３歳未満児）

保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間 保育標準時間 保育短時間

第2階層 9,000円 9,000円 2,000円 2,000円 0円 0円 0円 0円

- - 9,000円 8,500円 - - 8,000円 7,500円

所得割課税額 48,600円未満 19,500円 19,300円 14,600円 14,100円 18,500円 18,300円 13,600円 13,100円

町利用者負担額（案）

市町村民税非課税世帯

第3階層

均等割の額のみの世帯

町利用者負担額（案）
階層区分 定　　　　義

利用者負担国基準金額 利用者負担国基準金額 町利用者負担額（案）

市町村民税非課税世帯

階層区分 定　　　　義
町利用者負担額（案）

第3階層

均等割の額のみの世帯

利用者負担国基準金額 利用者負担国基準金額

- ９-



《延長保育料の設定》
保育短時間認定を受けた子どもが、認定時間を超えて保育をした場合、その延長保育に係る費用の一部を保護者が負担。

○保育短時間の保育時間外に、保育を実施した場合において、認定子ども毎に延長保育料を徴収。

（対象時間）

　　・午前７時30分から午前８時29分までの１時間

　　・午後４時31分から午後８時30分までの２時間

（延長保育料）

　　上記時間内について、１時間当たり200円（１か月の限度額5,000円）

（利用方法）

　　事前申し込みにより延長保育を実施

（保育料）

　　延長保育料は、月単位で集計し翌月請求

【保育時間のイメージ】

（標準時間）

（短時間）

7:30 16:00 18:30

7:30 9:00

保　　　　　　育

16:00 18:30

9:00

8:30

随時
登所

延長保育

16:30

随時
降所

延長保育

随時登所 随時降所保　　　　　　育

-10-


